
 

令和７年９月１９日 

 

第１回（仮称）大玉スマートインターチェンジ 

地 区 協 議 会 を 開 催 し ま す 
 

 

 

 

 

 

 

                       

１．日  時 ： 令和７年９月２５日（木）  １５時３０分～ 

２．場  所 ： 大玉村農村環境改善センター １階 多目的ホール 

（福島県安達郡大玉村玉井字西庵 183） 

３．内  容 ： １）（仮称）大玉スマートインターチェンジ地区協議会の設立について 

２）（仮称）大玉スマートインターチェンジの検討経緯について 

３）（仮称）大玉スマートインターチェンジ実施計画書の策定について 

４）今後のスケジュールについて 

４．そ の 他 ： ・当日の取材は、冒頭の大玉村長挨拶まで取材が可能です。 

・取材を希望の方は、別紙１「取材申込書」にて９月２２日（月）１７時

までに登録をお願いします。 

・会場の都合により、一般の方の傍聴は出来ません。 

・当日の配付資料は計画段階の資料のため、関係者以外は非公開とします。 

 

 

※１ スマートインターチェンジの名称は仮称であり、正式名称は地元や利用者の意見等も踏

まえて決定されます。 

※２ スマートインターチェンジ整備事業制度実施要綱に基づき、スマートインターチェンジ

の円滑な設置、安全かつ円滑な管理・運営について、関係機関と連携しながら検討・調整

することを目的としています。 

 

【資料】別紙２：スマートインターチェンジの検討・整備について 

 

【発表記者会 福島県政記者クラブ】 

問 合 せ 先 

大玉村 産業建設部 都市計画課 課長 杉原  仁  電話 ０２４３－４８－３１３１ (代) 

記者発表資料 

 大玉村では、東北縦貫自動車道弘前線の本宮ＩＣ～二本松ＩＣ間において、（仮称）

大玉スマートインターチェンジ※１の設置に向けて、これまで「準備段階調査」として

関係機関と検討を進めてまいりました。 

このたび、（仮称）大玉スマートインターチェンジ地区協議会※２を設立し、第１回

地区協議会を下記のとおり開催します。 



 

 

                        令和  年  月  日 

大玉村 建設産業部 都市計画課長 杉原仁 あて 

Ｆａｘ ０２４３－４８－４４４８ 

電 話 ０２４３－４８－３１３１ 

 

報道関係者 取材申込書 

送信票 

【9/25 開催 第１回（仮称）大玉スマートインターチェンジ地区協議会】 

 

１．御 社 名                      

２．お 名 前
（ ふ り が な ）

                      

                            

                            

  （複数名のご参加を希望される場合は、全員分の氏名をご記入下さい。） 

３．代表者様ご連絡先 

電 話 番 号                   

Ｆ ａ Ｘ 番 号                   

メールアドレス                   

 

 

 

 電子メールで申し込みされる場合 

件名を「報道関係者取材申し込み」とし、本文に上記１～３の項目を記載

し、下記メールアドレスに送信ください。 

    Mail Address  toshikeikakuka@vill.otama.fukushima.jp 

別紙１ 

mailto:toshikeikakuka@vill.otama.fukushima.jp


 

（仮称）大玉スマートインターチェンジ地区協議会名簿（案） 

 

 

所   属 職 名 備  考 

大玉村 村 長 会 長 

東北地方整備局 

福島河川国道事務所 所 長  

企画部 広域計画課 課 長  

道路部 道路計画第二課 課 長  

福島県 

土木部 次 長（道路担当）  

県北建設事務所 所 長  

福島県警察本部 

高速道路交通警察隊 隊 長  

郡山北警察署 署 長  

東日本高速道路株式会社

東北支社 

総合企画部 総合企画課 課 長  

建設事業部 建設事業統括課 課 長  

福島管理事務所 所 長  

大玉村商工会 会 長  

大玉村区長会 会 長  

大玉村 産業建設部 部 長  

 

【事務局】 

  大玉村 産業建設部 都市計画課 

 

   



 

スマートインターチェンジの検討・整備について 

 

○スマートＩＣの準備段階（地方での計画検討・調整段階）において、国として必要性が確認できる箇

所等について、箇所を選定し、国が調査（直轄調査）を実施（準備段階調査）。 

○準備段階調査における準備会での検討や調整が整い、 関係機関で構成される地区協議会で決定され

た実施計画書が提出された箇所につき新規事業化。 

 

地
方
で
の
計
画
検
討
・
調
整 

広域的検討 
・ＩＣの必要性 

・周辺道路の現況・整備方針の確認 等 

概略検討 
・ＩＣの社会便益及び利用交通量 

・ＩＣの位置・構造 

・周辺道路の整備計画    等 

詳細検討 
・ＩＣ及び周辺施設の詳細設計 

・整備費用及び負担区分 

・管理・運営方法      等 

地区協議会の開催 （国・会社・地方自治体） 

実施計画書の策定・提出 （地方自治体→国・機構・会社） 

整備計画決定 （国） 

連結許可 （国→地方自治体） 

新規事業化 （国） 

開 通 

地方自治体での検討 

（地整、会社で適宜応相談） 

ICの必要性等の確認 

準

備

会 

国による準備段階調査 

（直轄調査） 

地
区
協
議
会 

事
業
実
施 

国による整備補助 

（機構への補助） 

別紙２ 


